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歯
科
技
工
士
問
題
検
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員
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委
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協
会
理
事
　  

　
　
　
　
　
森
元 

主
税

　

歯
科
技
工
士
の

　

社
会
的
認
識
と
評
価 

　

国
民
や
患
者
の
多
く
は
、
歯

科
技
工
士
の
製
作
し
た
技
工
物

を
口
腔
内
に
装
着
し
て
い
る

が
、
歯
科
技
工
士
の
存
在
や
重

要
性
を
ど
れ
だ
け
認
識
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。 

　
「
歯
科
技
工
士
は
対
面
行
為

▼
「
歯
科
技
工
士
法
（
業
務
上

　
の
注
意
） 

」

　
第
二
十
条
　
歯
科
技
工
士
は
、

そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
印
象
採
得
、
咬
合
採
得
、

試
適
、
装
着
そ
の
他
の
歯
科
医

師
が
行
う
の
で
な
け
れ
ば
衛
生

上
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

　

こ
の
第
二
十
条
の
解
釈

で
、「
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
行
為
」
と
「
危
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
な
い
行
為
」
が

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。 

　

し
た
が
っ
て
、
歯
科
技
工
士

が
み
ず
か
ら
印
象
採
得
等
の
対

面
行
為
を
業
務
と
す
る
場
合

は
、
前
提
条
件
と
し
て
「
危
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
」
の
な
い
こ

と
を
医
学
的
に
診
査
診
断
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ

れ
を
診
査
す
る
の
は
、
当
該
歯

科
医
師
で
あ
る
。
当
該
歯
科
医

師
の
指
示
の
も
と
、
一
連
の
行

為
が
で
き
る
と
解
釈
で
き
る
。 

　

歯
科
技
工
士
の
存
在
や
重
要

性
が
認
知
さ
れ
な
い
の
は
、
こ

の
「
対
面
行
為
禁
止
」
の
誤
解

が
歴
史
上
言
い
続
け
ら
れ
た
こ

と
も
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。 

　
「
危
害
の
生
じ
る
お
そ
れ
の

な
い
」
対
面
行
為
を
業
務
と
し

た
場
合
は
、
患
者
の
利
益
の
み

な
ら
ず
、
歯
科
技
工
士
の
満
足

度
も
増
す
こ
と
に
な
る
。
現

在
、
患
者
の
歯
科
医
療
に
期
待

す
る
こ
と
の
一
つ
に
、
審
美
的

な
要
求
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
前
歯
部
の
歯
冠
修
復
の
色

調
や
形
態
等
、ま
た
、義
歯
の
前

歯
部
の
排
列
等
を
製
作
す
る
歯

科
技
工
士
が
診
る
こ
と
で
、
患

者
の
満
足
度
が
増
す
こ
と
に
な

る
。
当
然
、
製
作
し
た
歯
科
技

工
士
の
社
会
的
認
識
、
評
価
も

上
が
り
、
歯
科
技
工
士
の
や
り

が
い
に
も
繋
が
る
と
思
う
。

が
で
き
な
い
」
と
前
号
で
述
べ

た
が
、
本
当
だ
ろ
う
か
？

　

歯
科
技
工
法
を
紐
解
い
て
み

よ
う
。

　

昭
和
三
十
年
の
歯
科
技
工
法

制
定
に
よ
り
生
ま
れ
た
歯
科
技

工
士
が
、
そ
れ
以
前
に
技
工
の

業
務
を
担
っ
て
い
た
者
の
一
部

に
あ
っ
た
歯
科
医
師
固
有
の
業

務
（
印
象
採
得
、
咬
合
採
得
、

試
適
、
装
着
そ
の
他
）
を
行
う

こ
と
（
歯
科
医
師
法
違
反
）
を

防
止
す
る
観
点
か
ら
定
め
た

「
業
務
上
の
注
意
」
を
、
歯
科

技
工
士
養
成
の
現
場
等
で
「
対

面
行
為
禁
止
」
と
解
釈
し
指
導

さ
れ
、
患
者
と
の
対
面
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
と
の
誤
解
を
生
ん

だ
。

　

実
は
、
こ
の
誤
解
が
、
歯
科

技
工
士
が
患
者
の
前
に
立
つ
こ

と
を
躊
躇
さ
せ
た
。 

 

い
ま
こ
そ

 

考
え
る
時
②

××検検 証証

歯
科
技
工
士

問
題
の
本
質

歯
科
医
療
の
中
で
の
歯
科
技
工
～
2
人
の
技
工
士
の
存
在

歯
科
技
工
士
の
社
会
的
認
識
と
評
価　
　
　
　
　
　
　
　
　

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

新規個別指導 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 168

個別指導 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 70

　表1： 2020年度の指導計画（件数）

年度 情報提供 再指導 高点数 その他 合計

2015年 10 21 3 1 35

2016年 3 24 0 6 33

2017年 18 42 0 1 61

2018年 42 53 4 2 101

2019年 51 33 3 1 88

　表2： 選定理由毎の個別指導の実施件数

指導計画の変更と2019年度の状況
年間実施件数は新規個別指導は1月あたり実施件数が60件から24件に減少

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
で
中
止
に
な
っ

て
い
た
新
規
個
別
指
導
と
個
別
指
導
が
九
月

か
ら
再
開
さ
れ
、
来
年
三
月
ま
で
毎
月
実
施

さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

一
方
、
年
間
の
実
施
件
数
は
当
初
の
四
月

一
日
で
の
計
画
か
ら
減
っ
て
い
る
た
め
、
開

業
か
ら
新
規
個
別
指
導
に
な
る
期
間
や
指
導

結
果
が
「
再
指
導
」
に
な
っ
て
か
ら
指
導
に

呼
ば
れ
る
期
間
が
、
一
年
よ
り
も
長
期
化
す

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

◆
9
月
か
ら
新
規
個
別
指
導
が
再
開
へ

 
高
点
数
に
よ
る
個
別
指
導
は
実
施
せ
ず

　

年
間
実
施
件
数
に
つ
い
て

は
、
新
規
個
別
指
導
は
一
月
当

 
２
０
１
９
年
度
個
別
指
導
の
状
況

　
　
　
　

点
数
に
よ
る
も
の
は
僅
か
３
件

　

二
〇
一
九
年
度
の
個
別
指
導

は
、
八
十
八
件
実
施
さ
れ
、
そ

の
半
数
以
上
が
情
報
提
供
に
よ

る
も
の
だ
っ
た
。
高
点
数
に
よ

 

通
知
が
来
た
場
合
は
協
会
に
相
談
を

　

協
会
は
、
保
険
診
療
の
基
本

的
な
ル
ー
ル
や
カ
ル
テ
記
載
の

基
本
的
な
考
え
方
な
ど
を
中
心

に
取
り
上
げ
る
、「
新
規
開
業

医
講
習
会
」
を
定
期
的
に
実
施

し
て
い
る
（
開
催
日
程
等
は
6

面
参
照
）。
新
規
開
業
医
だ
け

で
な
く
、
改
め
て
ル
ー
ル
を
確

認
し
た
い
場
合
な
ど
に
も
、
ぜ

ひ
ご
参
加
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、
指
導
通
知
が
来
た
場

合
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
す
ぐ

協
会
へ
ご
相
談
い
た
だ
き
た
い

（
電
話
〇
三
︱
三
二
〇
五
︱
二

九
九
九
）。

た
り
の
実
施
件
数
が
六
十
件
か

ら
二
十
四
件
に
減
少
し
、
年
間

実
施
件
数
が
二
百
九
十
六
件
か

ら
百
六
十
八
件
に
減
少
す

る
。
個
別
指
導
の
年
間
実
施
件

数
は
、
百
二
十
三
件
か
ら
七
十

件
に
減
り
、
そ
の
内
訳
は
再
指

導
に
よ
る
も
の
が
五
十
五

件
、
情
報
提
供
に
よ
る
も
の
が

九
件
、
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る

も
の
六
件
の
実
施
予
定
で
あ
っ

た
。
高
点
数
に
よ
る
指
導
は
、

今
年
度
は
実
施
さ
れ
な
い
。

る
個
別
指
導
は
三
件
の
み
と
例

年
と
同
様
、
非
常
に
少
な
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
点
数
が
高
く
な
り
、
指
導

を
心
配
す
る
声
が
聞
か
れ
る

が
、
点
数
を
気
に
し
て
委
縮
診

療
を
す
る
の
で
は
な
く
、
必
要

な
治
療
を
行
い
適
切
に
請
求
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

協
会
は
、
厚
生
労
働
省
へ
の

要
請
等
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、

本
年
十
月
五
日
よ
り
、「
二
〇

二
〇
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
会
員
の

先
生
方
に
お
送
り
し
、
十
月
二

十
九
日
ま
で
に
五
百
通
を
超
え

る
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
紙
面
を
か
り
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
意
見
の
中
に
は
、「
金
パ

ラ
の
逆
ザ
ヤ
を
何
と
か
し
て
ほ

し
い
」、「
根
管
治
療
の
点
数
を

上
げ
て
ほ
し
い
」
な
ど
、
改
善

を
強
く
求
め
る
も
の
も
、
数
多

く
あ
り
ま
し
た
。

　

結
果
は
後
日
ま
と
め
て

　

報
告
し
ま
す

　

な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に

つ
き
ま
し
て
は
、
後
日
、
ま
と

め
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
協
会
の
諸
活
動
の
貴

重
な
資
料
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

協会のファクシミリに続々と
届いたアンケートの回答用紙

 

診
療
報
酬
改
定
ア
ン
ケ
ー
ト

  

５
０
０

５
０
０
名
強
の
ご
協
力

名
強
の
ご
協
力

  

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

は
じ
め
に

　

歯
科
技
工
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
職
種
は
、
歯
科
技
工
士
法

の
中
に
、
歯
科
医
師
と
歯
科
技

工
士
の
二
人
の
資
格
者
の
業
務

独
占
と
の
規
定
が
あ
る
。 

　

歯
科
技
工
士
法
第
二
条
に
お

い
て
、「
歯
科
技
工
と
は
、
特

定
人
に
対
す
る
歯
科
医
療
の
用

に
供
す
る
補
て
つ
物
、
充
填
物

ま
た
は
矯
正
装
置
を
作
成

し
、
修
理
し
、
ま
た
は
加
工
す

る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
歯

科
医
師
が
そ
の
診
療
中
の
患
者

の
た
め
に
自
ら
行
う
行
為
は
除

く
」
と
あ
る
。

　

こ
の
た
だ
し
書
き
の
解
釈
に

お
い
て
、
歯
科
医
師
が
自
分
で

診
療
し
て
い
る
患
者
に
行
う
補

て
つ
物
等
は
、
歯
科
技
工
士
法

の
概
念
に
は
入
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
歯
科
診
療
行
為
す
な
わ
ち

歯
科
医
業
の
行
為
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
院
内
で
行
う
歯
科
技
工

物
は
技
工
指
示
書
に
よ
ら
な
く

て
も
製
作
可
能
で
あ
る
。 

　

歯
科
医
業
の
大
半
は
、
歴
史

的
に
み
る
と
歯
科
技
工
が
主

で
、
そ
れ
に
関
連
し
た
治
療
行

為
が
付
随
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
歯
科
医
師
と
呼
ば
れ
る
技

工
士
と
、
歯
科
技
工
士
と
い
う

名
の
技
工
士
が
出
現
し
た
。 

　

二
人
の
技
工
士
が
存
在
す
れ

ば
、
業
務
範
囲
や
業
権
に
関
し

て
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
の
は

必
然
だ
ろ
う
。「
対
面
行
為
禁

止
」
の
誤
解
や
委
託
技
工
料
問

題
（
７
対
３
問
題
）
の
原
点
が

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。 


